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本市では、これまで行財政改革に継続的に取り組んできましたが、人口減少や少子高齢化のさらなる進行により、歳入

の根幹である市税収入は伸びが見込めず、歳出では社会保障関連経費の増加が見込まれるなど、財政の自由度は低い状況

が続いています。このような状況を踏まえ、宝塚市行財政経営方針を策定し、行財政経営基盤の強化に向けた取組を進め

ているところです。また、この方針とともに、今後の社会環境の変化に伴う課題に対応できる健全で持続可能な財政運営

の実現と、災害などの不測の事態や山積する様々な財政課題に対応できる財政基盤の構築を目指すために、財政規律も策

定しました。

この財政見通しは、宝塚市行財政経営方針及び財政規律の下、下記の項目を主な目的として作成しています。

1 .毎年度、当初予算の編成後に 1 0年間の歳入及び歳出を予測し、収支を見積もることにより、

持続可能で安定的な財政運営を行うこと。

2 .本市の財政に係る諸課題を市民と行政が共有すること。

3 .地方債の発行額や基金積立額の見通しなどを明らかにし、財政規律の実効性を担保すること。

はじめに１

*
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財政見通しの基本的な考え方２

財政見通しは普通会計による、一般財源ベースで作成しています。

普通会計とは、他自治体とも比較できるように全国一律のルールに基づいた会計区分です。本市の場合は、一般会計と

特別会計宝塚市営霊園事業費を合わせたものが普通会計となります。

一般財源とは、市税や交付税、地方譲与税・交付金などのことで、市が実施している各種の事業は、その内容により全

額を一般財源で実施しているものと、国・県支出金や使用料等の特定財源を事業費の一部に充てて実施しているものがあ

ります。事業費ベースでは毎年度大きな増減があることから、財政見通しでは、持続可能で安定的な財政運営を行う上で

必要な財源を明らかにするために、一般財源ベースで作成しています。

なお、財政見通しは一定の前提条件の下に試算したものであり、今後の社会経済情勢や国・県の制度改正などの影響に

より変動します。今後も常に情勢の変化を注視しながら財政運営を行っていきます。
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本市の財政に係る諸課題３

人口減少、少子高齢化のさらなる進行とその影響

本市の人口は、長年にわたり増加を続けてきましたが、
平成27年（2015年）の国勢調査で減少に転じ、大きな転
換点を迎えました。令和2年（2020年）の調査で人口は微
増となりましたが、今後は人口減少が進み、令和2年
（2020年）から令和22年（2040年）までの間に約12.5％
減少すると見込まれています。また、高齢化率は国や県
平均より高い水準で上昇を続け、令和32年（2050年）頃
にピークを迎えるとともに、はじめて65歳以上人口が生
産年齢人口*を上回り、その後も同水準の人口構成比が継
続すると予想されています。
人口減少や少子高齢化が進行すると、経済が縮小し、
税収の減少が想定される一方で、社会保障関連経費*の増
加が見込まれ、財政状況はより一層厳しさを増していく
ことが予想されます。
また、市の人口の減少は市の職員数の減少にも影響す
ることになり、今後現状よりも少ない人員で市民サービ
スを実施することが予想されます。

*高齢化率…総人口に占める65歳以上人口の割合を指します。
*生産年齢人口…国内の生産活動を中心となって支える人口のことで、15歳～64歳人口を指します。
*社会保障関連経費…社会福祉・老人福祉・児童福祉・生活保護などの社会保障のために拠出される費用をいいます。
*年齢別人口は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（2018年推計）の将来推計人口を用いています。

図1-2・・・年齢別人口構成比
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本市の財政に係る諸課題３

人口減少、少子高齢化のさらなる進行とその影響

図２は、入ってくるお金（歳入）と出ていくお金（歳出）の規模
の推移です。歳入と歳出の間（青色部分）が自由に使えるお金の多
さを表しています。平成7年（1995年）の阪神・淡路大震災や平成
16年（2004年）頃からの三位一体の改革*の影響、社会保障関連経
費の増加など様々な社会情勢の変化により、本市が自由に使えるお
金は、以前より少ない状況となっています。令和3年度については、
交付税の増などにより歳入額は増えました。しかし、今後は大幅な
増加は見込めず、限られた経営資源の中でいかに市民サービスを提
供していくかが重要となっていきます。
なお、この図で示している数値（歳入一般財源、歳出経常経費充
当一般財源）は経常収支比率*を算出する際に用いる数値と合致しま
す。

*三位一体の改革…「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、

地方の権限・責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目指し、国庫補助負担金改
革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革のことです。

*経常収支比率…財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標。市税・普通交付税
など、使い道を制限されない毎年の収入（経常的な収入）に対する人件費、公債費、扶助
費など毎年の支出（経常的な支出）の割合のこと。

図3は、令和2年（2020年）4月1日時点の宝塚市の普通会計職員
数*に、将来推計人口*の人口減少率を用いてシミュレーションした
場合の、令和22年（2040年）の職員の見込数を表したものです。
今後、市の人口は減少することが予測されており、それに比例し
て市民サービスの種類や内容等が減少するとは限りませんが、仮に
人口シミュレーションに比例して職員数も減少するとした場合は、
将来的には、現在よりも少ない職員数で市民サービスを維持、提供
しなければなりません。

* 普通会計職員数とは、一般会計と特別会計宝塚市営霊園事業の職員を合計した
もので、常時勤務を要する一般職の職員数を対象にしています。

* 将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人
口』（2018年推計）の将来推計人口を用いています。

図2・・・歳入歳出規模推移

図3・・・普通会計職員数見込

（人）
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本市の財政に係る諸課題３

建物施設やインフラ施設の老朽化の進行

地方自治体では民間企業と異なり、道路や公園、学校など
のいわゆる固定資産を多く保有しており、固定資産の老朽化
が進行しています。
本市の固定資産は、昭和45年（1970年）から昭和55年
（1980年）までの10年間に人口が12.7万人から18.3万人へと
5.6万人増加したことに伴い、建物施設延床面積は13.2万㎡か
ら32.9万㎡へと約2.5倍に増加し、その後も現在まで増加して
きました。
人口増加に合わせて整備してきた多くの建物を今後適切に
保全していくためには、多額の維持更新費用が必要となるほ
か、大規模災害等への対応などもあり、建物施設やインフラ
施設については、これまで以上に費用がかかることが見込ま
れます。
これらの維持更新経費については、個別施設計画や保全計
画の策定を進めるとともに、将来にわたる維持費等を予測し、
効果的かつ効率的な維持管理を行っていくことや、施設の機
能移転・統合等による効率的な施設の利活用を進めることな
どにより、人口や財政規模にあった施設保有の最適化を図っ
ていく必要があります。
なお、平成28年（2016年）に策定した「宝塚市公共施設等
総合管理計画」では、本市の保有する建物施設の床面積を令
和17年度（2035年度）までに6.2%削減する目標を掲げていま
す。

図4・・・人口と建物施設延床面積の推移
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今後の課題

本市のごみ処理施設である「宝塚市クリーンセンター」は、施設稼働から既に 3 0年以上が経過し、老朽化しているため、現在、

新ごみ処理施設建設の取組を進めています。施設の整備には約 4 6 3億円の事業費を見込んでおり、その財源については、国の補

助金や地方債、都市計画税や基金を活用するなどし、的確に対応していきます。

４

新ごみ処理施設の建設 －財政見通し数値表に必要額を計上－

市立病院の経営健全化と将来のあり方の検討 －財政見通し数値表に一部を計上－

病院事業会計は令和３年度（ 2 0 2 1年度）決算において、公営企業の経営状態の悪化の度合いを示す資金不足比率が 0 . 8％となり、

前年度比では改善したものの、厳しい経営状況が続いています。このため、一般会計から長期貸付を行うなど、経営支援を行ってき

ています。

また、宝塚市立病院は昭和 5 9年（ 1 9 8 4年） 1月の竣工で、建築後 3 9年が経過しており、建物の老朽化への対応として、令和 5年度

（ 2 0 2 3年度）～令和 7年度（ 2 0 2 5年度）に配管等の衛生設備や熱源機器の更新工事を予定しています。また、建て替えについても検

討が必要ですが、令和２年度に近隣病院の建設事例等を参考に、仮に、現在の稼働病床数で現地建て替えを行った場合の建て替えコ

ストについて試算したところ、約 2 6 2億円との結果が出ており、その財源確保が課題となっています。

このような状況を踏まえ、昨年 6月に策定した「宝塚市立病院が目指す病院像」を基に、令和 5年度に経営強化プランの策定を行う

とともに、新病院の建設候補地に関する調査を行います。

土地開発公社の経営健全化 －財政見通し数値表に未計上－

土地開発公社の長期保有土地の簿価総額は、令和 4年度（ 2 0 2 2年度）末時点で約 2 2 . 3億円と見込んでおり、まだ多くの長期

保有土地を抱えています。

今後の処分については、令和 3年度（ 2 0 2 1年度）～令和 7年度（ 2 0 2 5年度）を計画期間とする第五次土地開発公社経営健全化

計画に基づき推進していきます。推進にあたっては、民間貸付等暫定的な有効利用が図られていない土地を優先的に処分すると

ともに、その他の用地についても引き続き処分の可能性について検討していきます。
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財政シミュレーション（普通会計 一般財源ベース）５

■市税
市民税や固定資産税等の税金収入です。
令和6年度（2024年度）、令和9年度（2027）年度、令和12年度（2030）年度には固定資産の評価替えにより
固定資産税は減を見込んでいます。

■地方譲与税・交付金
地方消費税交付金や社会保障財源交付金、自動車重量譲与税等、国などから一定のルールに基づき交付される
ものです。

■地方交付税等（普通交付税、特別交付税、臨時財政対策債）
普通交付税は地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政サービスを提供で

きるよう財源を保障するため、国税として国が代わって徴収し、税を一定の合理的な基準で再配分する地方の固
有財源です。
特別交付税は災害等の特別な財政需要が発生した場合に交付されるものです。
臨時財政対策債は交付税の代替財源として地方公共団体が発行する地方債で、元利償還金相当額については、

後年度において地方交付税の基準財政需要額に算入されるものです。市税、地方譲与税・交付金との関連で、年
度により変動があります。

■その他の収入（繰入金や寄附金など）
繰入金は基金取り崩しの額を見込んでいます。
寄附金はJRA（日本中央競馬会）からの寄附金やふるさと納税による寄附金を見込んでいます。
上記以外には道路占用料や普通財産の貸付料収入、公有財産を売払う場合の財産収入などを見込んでいます。

歳入一般財源のシミュレーション
今後、歳入の根幹である市税については、ほぼ横ばいを見込んでいます。公債費の増加などにより、地方交付税等については増加を見込ん
でいます。

7
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財政シミュレーション（普通会計 一般財源ベース）５

歳出一般財源のシミュレーション

■人件費
議員報酬や職員給与、行政委員会の委員報酬及び会計年度任用職員報酬等の支出
です。

■扶助費
障碍（がい）福祉サービス費や子育て支援関連など社会保障経費の支出で、対象
者数が増加傾向であることから、今後も増加すると見込んでいます。

■公債費
地方債（借入金）返済のための支出であり、過去の発行状況や今後の工事費など
の増加に伴い、増加すると見込んでいます。

※上記3つの経費は義務的経費です

■物件費
委託料や光熱水費等の支出です。

■繰出金
国民健康保険事業や介護保険事業などの特別会計へ支出するものです。

■投資的経費
工事等の支出です。建物施設・インフラ施設の維持更新に必要な経費などを見込

んでいます。

歳出においては、人件費は横ばいであるものの、高齢化の影響により介護保険事業および後期高齢者医療事業の特別会計への繰出金が増加するほ
か、施設の維持更新などの工事費の増加に伴い、地方債（借金）の償還である公債費が増加すると見込んでいます。

■企業会計補助金
病院事業会計と上下水道事業会計などに対する補助金です。

■その他
維持補修費、積立金、企業会計補助金以外の補助金等の支出合

計です。

8
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地方債の見通し

投資的経費（工事等）は事業費が多額となることや便益が後年度に及ぶことから、年度間の負担の平準化や世代間の公平の

ために、地方債を発行して資金を調達しています。

今後の公共施設の整備計画など（学校などの建物施設及び道路や公園などのインフラ施設の維持・更新、新ごみ処理施設や

新庁舎の建設など）に合わせて新規の地方債の発行を見込んでおり、今後増加するものと見込んでいます。

なお、臨時財政対策債の元利償還金については、後年度の地方交付税算定における基準財政需要額に 1 0 0％算入されます。

６

地方債のシミュレーション

（単位：億円）

9

*地方債残高は令 和 4 年 度３ 月 補正 予 算後 残 高を ベ ース に 見込 ん でい ま す



地方債の見通し

建物施設とインフラ施設の維持・更新経費については、現在の宝塚市公共施設等総合管理計画で試算した長期の更新費用等

をもとに、必要な額を毎年度計上していきます。その財源となる地方債については、国や県からの補助金の状況により変動し

ますが、令和 6年度（ 2 0 2 4年度）からは 4 0 . 5億円の発行を見込んでいます。

今後、各施設の維持・更新に係る計画（長寿命化計画）の策定に合わせて、維持・更新経費の精査に努め、その内容を公共

施設等総合管理計画に盛り込み、財政見通しに反映していきます。

６

建物施設とインフラ施設の維持・更新に係る地方債発行予定
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基金の見通し

基金（貯金）には、使い道が決まっている「特定目的基金」と、地方債の償還を計画的に行うための「市債管理基金」、災

害復旧や財源の調整などに活用する「財政調整基金」があります。前述した建物施設の維持更新費用の増加などに対応してい

くためには、将来を見据えて計画的に基金（貯金）を積み立てていく必要があります。

７

基金（貯金）残高の見通し

*基金残高は令和 4年 度 ３月 補 正予 算 後残 高 をベ ー スに 見 込ん で いま す

*財政調整基金は 今後 の 持続 可 能な 取 組の 状 況な ど によ り 変動 が ある た め、 令 和 ５ 年 度 （ 2 0 2 3 年 度 ） 以 降 増 減 を 見 込 ん で い ま せ ん

■財政調整基金
災害復旧や年度間の財源の調整などに活用するための基金

■公共施設等整備保全基金
公共施設、義務教育施設及び公益施設の整備及び保全に要する資金に
充てるための財源を積み立てる基金

■市債管理基金
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる基金

■その他特定目的基金
子ども未来基金、障碍（がい）福祉基金、ふるさとまちづくり基金等、
特定の目的のために積み立てる基金

11

（単位：億円）



財政見通し数値表（現状をベースにしたシミュレーション） （単位：百万円）
８

12

令和8年度

(2026年度)

令和9年度

(2027年度)

令和10年度

(2028年度)

令和11年度

(2029年度)

令和12年度

(2030年度)

令和13年度

(2031年度)

A 36,458 36,231 36,380 36,489 36,147 36,243 36,338 35,965 35,942 35,917

B 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212 7,212

C 7,284 7,729 8,011 8,110 8,622 8,993 9,380 10,212 10,801 11,274

5,889 6,266 6,505 6,589 7,023 7,337 7,665 8,370 8,869 9,270

334 334 334 334 334 334 334 334 334 334

1,061 1,129 1,172 1,187 1,265 1,322 1,381 1,508 1,598 1,670

D 2,201 1,724 2,024 1,795 1,936 2,059 2,058 2,059 2,049 2,047

394 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

817 817 817 817 817 817 817 817 817 817

990 906 1,206 977 1,118 1,241 1,240 1,241 1,230 1,229

E 53,155 52,896 53,627 53,606 53,917 54,508 54,989 55,448 56,003 56,450

F 29,574 29,565 29,908 29,833 29,902 29,705 29,786 29,982 29,779 30,388

G 15,769 15,793 15,740 15,784 15,709 15,693 15,632 15,596 15,453 15,533

H 7,074 7,095 7,117 7,138 7,159 7,181 7,202 7,224 7,246 7,268

I 6,731 6,677 7,051 6,911 7,033 6,831 6,952 7,162 7,080 7,587

J 22,602 23,485 23,537 23,669 23,739 23,673 23,801 23,817 24,120 24,171

K 8,771 8,755 8,681 8,586 8,490 8,515 8,463 8,377 8,430 8,350

L 5,272 5,335 5,362 5,315 5,360 5,096 5,036 5,033 5,129 5,114

2,804 2,903 2,918 2,883 2,882 2,664 2,591 2,601 2,651 2,682

2,468 2,432 2,444 2,432 2,478 2,432 2,445 2,432 2,479 2,432

M 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523

N 575 1,300 1,196 1,246 1,196 1,196 1,264 1,196 1,196 1,196

81 200 200 200 200 200 200 200 200 200

O 7,460 7,571 7,774 7,998 8,169 8,343 8,514 8,688 8,842 8,988

P 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Q 2,859 3,079 2,908 3,143 3,198 2,534 2,643 2,609 2,439 2,437

1,183 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391

491 505 505 505 505 505 505 505 505 505

244 401 386 621 750 91 203 170 0 0

R 55,035 56,129 56,353 56,645 56,839 55,912 56,230 56,408 56,338 56,996

S ▲ 1,880 ▲ 3,233 ▲ 2,726 ▲ 3,039 ▲ 2,922 ▲ 1,404 ▲ 1,241 ▲ 960 ▲ 335 ▲ 546

Ｔ 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261

U ▲ 619 ▲ 1,972 ▲ 1,465 ▲ 1,778 ▲ 1,661 ▲ 143 20 301 926 715

Ｖ ▲ 619 ▲ 2,591 ▲ 4,056 ▲ 5,834 ▲ 7,495 ▲ 7,638 ▲ 7,618 ▲ 7,317 ▲ 6,391 ▲ 5,676

※宝塚市立病院については、老朽化対応工事に係る経費は算入していますが、建て替えに係る経費（試算）は算入していません

繰 出 金

歳 出 計 （ F + J + Q)

歳 入 歳 出 差 引 （ E - R ）

決 算 不 用 額 等 見 込 み

決算時歳入歳出差引（S + T）

0

うち公共施設等整備保全基金

物 件 費

投 資 的 経 費

補 助 費 等

そ の 他 の 補 助 費 等

積 立 金

維 持 補 修 費

う ち 市 債 管 理 基 金

うち新ごみ処理施設建設基金

市 税

地 方 交 付 税 等

地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金

そ の 他 収 入

区　　分

普 通 交 付 税

特 別 交 付 税

臨 時 財 政 対 策 債

令和14年度

(2032年度)

令和7年度

(2025年度)

令和5年度

（2023年度）

令和6年度

(2024年度)

※新ごみ処理施設建設に係る経費は算入しています

繰 入 金

繰 越 金

寄 附 金

歳入計（ A + B + C + D）

そ の 他 の 収 入

企 業 会 計 補 助 金

義務的経費（ G + H + I）

そ の 他 の 経 費 （ K+L+M+N+O+P)

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

0 211 0 127 461 0 141 461 461

う ち 新 ご み 処 理 施 設

そ の 他

う ち 建 物 施 設

う ち イ ン フ ラ 施 設

令 和 5 年 度 以 降 収 支 累 計 額



財政見通し数値表（現状をベースにしたシミュレーション）８

※収支累計額は令和1 4年度（2 0 3 2年度）で約 56 . 8億円のマイナスを見込んでいますが、この収支累計額

のマイナスには、将来に備えるための基金を堅実に積み立てる金額を含んでいます。

▶公共施設等整備保全基金 約18 . 8億円

▶市債管理基金及び新ごみ処理施設建設基金 約18 . 6億円

1 0年間計 ➡ 約37 . 4億円 の積み立て

将来に備えた基金積立額を除いた10年間の収支累計額 約▲19 . 4億円
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行財政経営基盤の強化に向けた取組について

行財政経営基盤の強化に向けた取組

今後の財政見通しは大変厳しい状況にあり、これまでの行財政運営の延長では、市民サービスの提供が困難になると見込ん

でいます。令和 1 4年度（ 2 0 3 2年度）で約 5 6 . 8億円と見込む収支不足累計額に対応するとともに、標準財政規模の 1 0％程度の

財政調整基金残高を確保し、なおかつ市立病院建て替え等の課題に対応していくためには、引き続き収支改善を図っていく必

要があります。

宝塚市行財政経営方針に基づき令和 4年（ 2 0 2 2年）３月に策定した宝塚市行財政経営行動計画では、令和 3年度（ 2 0 2 1年

度）から令和 5年度（ 2 0 2 3年度）までの３ヵ年において、行財政経営基盤の強化を図るための取組を中心に進め、限られる経

営資源を適正に配分していくことで収支均衡による持続可能な財政運営の実現を目指すこととしています。

具体的には、市税をはじめとする債権の適正な管理や裁量経費（上乗せ横出し事業、市単独事業）の見直しなど、行動計画

に掲げる取組を着実に推進していきます。

９

14

（参考）宝塚市行財政経営行動計画体系表〔抜粋〕

方針 推進項目

２－１ 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり ① 規律に基づく財政運営

　　  （財政基盤） ②市税をはじめとする債権の適正な管理

③使用料や手数料など受益者負担の適正化

④新たな歳入の確保

⑤特別会計・地方公営企業・外郭団体などの健全化

⑥裁量経費（上乗せ横出し事業、市単独事業）の見直し

⑦裁量経費以外の事業の見直し



持続可能な財政運営の実現に向けたシミュレーション

（単位：百万円）

このシミュレーションは、持続可能な財政運営の実現に向けての収支改善の目安額及びそれを見込んだ場合の収支

不足額を表したものです。目安額及び収支不足額については、令和4年度（2 0 2 2年度）決算等により変動します。

シミュレーションでは、令和5年度（2 0 2 3年度）から令和 9年度（2 0 2 7年度）までは収支不足が生じますが、これ

については財政調整基金（令和4年度（2 0 2 2年度）3月補正予算後残高約 68 . 6億円）で対応が可能です。一方、令和

1 4年度（2 0 3 2年度）の収支累計額は約33 . 2億円のプラスとなっていますが、市立病院建て替え等の課題に対応する

と、余剰がなくなると見込んでいます。財政調整基金については、財政規律に定める基金の方針により、標準財政規

模の1 0%以上の残高を確保できるよう努めます。

なお、財政見通しは、社会経済情勢や国・県の制度改正などの影響により変動することから、今後も、毎年度作成

する財政見通しの数値も注視しながら、収支改善に取り組んでいきます。
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① ▲ 619 ▲ 1,972 ▲ 1,465 ▲ 1,778 ▲ 1,661 ▲ 143 20 301 926 715

－ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0

②
－ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

▲ 619 ▲ 972 ▲ 465 ▲ 778 ▲ 661 857 1,020 1,301 1,926 1,715

X ▲ 619 ▲ 1,591 ▲ 2,056 ▲ 2,834 ▲ 3,495 ▲ 2,638 ▲ 1,618 ▲ 317 1,609 3,324

Y 6,862
令和4年度3月補正予算後

財政調整基金残高

取組後令和5年度以降収支累計額

単 年 度 取 組 目 安 額

取 組 目 安 累 計 額

令和13年度

(2031年度)

令和5年度

（2023年度）

令和9年度

(2027年度)

令和7年度

(2025年度)

令和12年度

(2030年度)

令和14年度

(2032年度)

令和8年度

(2026年度)

令和10年度

(2028年度)

令和11年度

(2029年度)

令和6年度

(2024年度)

歳 入 歳 出 再 差 引 （ ① ＋ ② ）

W決算時歳入歳出差引（再掲）

区　　分



資料＿宝塚市行財政経営方針

市⺠の暮らし方、働き方、そして人々の価値観までもが大きく変化する中、市⺠が日々の暮らしに豊かさを実感できる価値を創造し、総合計画を着実に推進していくために、新たな行財
政経営方針を策定します。

これまでの延⻑線での発想や行動にとらわれず、人々の暮らしをあらゆる面でより良い方向に変化させるDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組み、これからの時代にふさ
わしい行財政経営の実現に向けて、行財政経営の仕組みや業務の進め方を変革するとともに、社会の変化や課題に的確に対応できる組織を目指します。また、協働をさらに推進し、活動・
活躍できる場をつくり、まちへの愛着や誇りを育むことによって、多くの人々が、住みやすい、住み続けたい、関わりたいまちを目指します。

地域社会で人々の暮らしを支える機能が低下する中、自治体は市民や市
民団体・民間事業者など多様な主体が協力し合う場を設定する役割を担い、
市民や多様な主体とともにまちづくりを進めていくことが重要です。
地域ごとのまちづくり計画を協働により進めていきます。また、将来の
ありたい姿を市民や多様な主体と共有・共感し、様々な人々を惹き付け、
地域とのかかわりを深めていくことで、市民が日々の暮らしに豊かさを実
感できる価値を共創していきます。

財政規律を明示し、健全で持続可能な財政運営の実現と、災害などの不
測の事態や様々な財政課題に対応できる財政基盤を構築します。
財源不足の解消を目的とした減量型の行財政改革の限界を踏まえ、新し
い技術や手法の活用、民間との連携などにより、限られる財源で成果を最
大化する価値創造型の行財政経営へと転換していきます。

ＤＸの推進に必要な知識と意識を身につけ、未来の市民の暮らしをい
かに守っていくのかを考え、課題を発見し、行動する職員を育成します。
また、社会の変化や課題に的確に対応できる組織とするため、部署を跨
ぐような課題には必要に応じて柔軟に組織を見直すなど、機能的で連携の
とれた体制の整備を進めます。

圧倒的に利便性の高い行政手続きを実現するなど、日々の暮らしにおい
て豊かさを実感できる行政サービスを目指し、デジタル化を推進します。
デジタル技術を活用し、職員の仕事をヒトでしかできない業務へと移行
し、前例にとらわれず、データなどの根拠に基づく政策立案を進めるため、
デジタル・データの整備及びデータ分析のための基盤を構築します。

市民が日々の暮らしに豊かさを実感できる価値を創造していくためには、
データなどの根拠に基づき、将来に成果を生み出す事業や分野に対して、
限られる経営資源を適正に配分することが不可欠です。
市が実施する施策や事業は成果を重視し、豊かさの実感に向けてどのよ

うな成果につながったのか、説明責任を果たし、市民や多様な主体からの
信頼確保に努めていきます。
これらの実現に向けて、根拠に基づく政策立案の推進やPDCAサイクル

の強化により、施策や事業のマネジメントを適切に行います。

大きく変化する時代においては、職員一人ひとりが、まちづくりのプロ
フェッショナルとして使命感を持つことが重要です。前例にとらわれず、
自ら考え、自らを律し、自ら行動する職員を育成します。そして、市民や
多様な主体と繋がり、各専門分野の力を取り入れ、テクノロジーによる便
利なサービスと、ヒトならではの温かさあるサービスの融合により、市民
が日々の暮らしに豊かさを実感できる価値を創造していきます。
また、様々な個性、知識や能力、職務経験などを持った職員一人ひとり

がより能力を発揮し、納得、満足ある働き方ができるよう、取り組んでい
きます。

人口減少、少子高齢化などを背景に、デジタル技術を活用して、ビジネ
スモデルを抜本的に変革し、新たな成長や競争力強化につなげるDXへの
対応が企業を中心に取り組まれています。一方、国はデジタル庁を創設し、
デジタルの活用により、一人ひとりがニーズに合ったサービスを選ぶこと
ができ、多様な幸せが実現できる社会を目指しています。
本市においては、国が目指す姿を実現するとともに、DXの本質である

「変革」を重視し、これまでの延長線での発想や行動にとらわれない職員
の育成や、時代の変化に対応できる組織づくりを進め、DXを推進します。

【方針2】時代の変化に適応し続けるための基盤づくり

【方針3】 限られる経営資源の適正配分

【方針4】 職員の働きがいの創出

【方針5】 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進

【方針2-1】財政基盤

【方針2-2】組織基盤

【方針2-3】デジタル・データ基盤

【方針1】 多様な主体との協働・共創

•機能的で連携のとれた業務執行
体制の整備

•外部人材を含めた人材の最大活
用

•職員の意識改革の推進
•ダイバーシティの推進

•オンラインで手続きができる仕
組みの構築

•職員がより能力を発揮できる
ICT環境の構築

•データ整備・データ分析のため
の基盤構築

•規律に基づく財政運営
•市税をはじめとする債権の適正
な管理

•使用料や手数料など受益者負担
の適正化

•新たな歳入の確保
•特別会計・地方公営企業・外郭
団体などの健全化

•情報共有の推進

•市⺠や多様な主体との協力関
係の構築

•市⺠や多様な主体との協働・
共創による価値の創造

•PDCAサイクルの強化
•ロジックモデルの活用や
EBPMの推進

•将来に成果を生み出す事業や
分野への経営資源の適正配分

•財政の中⻑期見通しによる課
題の可視化

•施策や事業の成果の可視化
•公共施設マネジメントの推進

•働きがいの実感による生産性
の向上

•ヒトでしかできない業務への
重点化

•多様な主体と連携・協力し、
行動する職員の育成

•行政サービスの変革

•DXの推進に向けた職員意識の
醸成

•業務フローの整備や標準化の
推進

•市⺠視点（住⺠本位）での価
値の追求

主な推進項目 主な推進項目

主な推進項目 主な推進項目

主な推進項目

主な推進項目

主な推進項目

概要版令和3年（2021年）7月策定
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資料＿財政規律

１．経営資源の適切な配分
• 建物施設（企業会計の施設を除く）の維持・更新に係る一般財源について、必要額を見込み財政見通しに計上する。
• インフラ施設（道路、橋りょう、公園など）の維持・更新に係る一般財源について、必要額を見込み財政見通しに計上する。
• 新規・拡充事業に係る一般財源については、事業の選択と集中により対応する。

２．地方債の発行方針
• 建物施設（企業会計の施設を除く）の維持・更新に係る地方債発行額について、財政見通しに見込み、その額以下とする 。
• インフラ施設（道路、橋りょう、公園など）の維持・更新に係る地方債発行額について、財政見通しに見込み、その額以下とする 。
• 地方債の発行に際しては、普通交付税措置のある地方債を積極的に活用する。

３．基金の方針
• 災害などの不測の事態に備えるため、平常時には財政調整基金残高を標準財政規模の10％以上とする。
• 災害などの不測の事態に対応したことにより財政調整基金残高が標準財政規模の10％を下回る場合は、おおむね３年以内に10％以上に戻すように努める。
• 公債費の増加に対応するため、償還財源を計画的に市債管理基金及び新ごみ処理施設建設基金に積み立てる。
• 建物施設の新設または建替などを行う際は、一般財源相当額を計画的に公共施設等整備保全基金などに積み立てる。

財政運営に関する規律を明示することにより、今後の社会環境の変化に伴う課題に対応できる健全で持続可能な財政運営の実現と、災害など
の不測の事態や様々な財政課題に対応できる財政基盤の構築を目指します。

※国の補正予算措置に基づく場合を除く。

健全で持続可能な財政運営を実現するための数値目標 将来を見据えた財政基盤を構築するための数値目標

項目 数値目標

実質赤字比率 ─（実質赤字なし）

連結実質赤字比率 ─（連結実質赤字なし）

実質公債費比率 県下市平均程度

将来負担比率 県下市平均程度

実質単年度収支 プラス（＋）を確保

経常収支比率 95％程度

市税収納率 県全体の収納率以上

職員数 定員管理方針・定員適正化計画に基づく人数

項目 数値目標

財政調整基金 基金残高標準財政規模の10％以上

公共施設等整備保全基金 毎年2億円以上積み立て

市債管理基金及び新ごみ処理施
設建設基金

年度により変動があるため、積み立て額は毎年作成する
財政見通しで明示する

概要版令和3年（2021年）7月策定
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資料＿歳入算出方法
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　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）」ベースライン　名目ＧＤＰ成長率を参考に算出した成長率を反映

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 令和6年度（2024年度）、令和9年度（2027年度）、令和12年度（2030年度）の評価替えの影響を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む　
　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 交付税算入公債費については発行済地方債の理論償還率等から、その他個別算定経費等については過去の伸び率を参考に基準財政需要額を、市税、地方譲与税・交付金等

の今後の見込額から基準財政収入額を見込むことにより、今後の見込額を算出

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 普通交付税算定上の財源不足額のおおよそ15%と見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 経常収支分及び病院事業会計貸付金収入、新ごみ処理施設稼働後の売電収入等を見込む

固定資産税・都市計画税

個人市民税

市

税

地

方

交

付

税

等

法人市民税

そ

の

他

の

収

入

地

方

譲

与

税

・

交

付

金

その他の収入（財産収入等）

臨時財政対策債

寄附金

普通交付税　
特別交付税

地方譲与税・地方特例交付金

その他交付金



資料＿歳出算出方法①

19

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額をもとに、職員の退職とそれに伴う採用による変動を見込む

職員数は、定員適正化計画に基づき、減少していくことを想定している

定年引上げによる影響額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む。ただし、令和6年度（2024年度）の議員報酬については、議員数の変動による増加分を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 直近5年間の決算値から推計し、毎年0.3％の伸び率を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 既発債に令和4年度以降の新発債の元利償還額を加算して見込む

■既発債（発行済み地方債分）

　 　実額

■新発債（今後発行予定地方債分）

  ・投資所要額及び臨時財政対策債を見込む

　   ・新発債の利率は、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）」の名目長期金利を反映

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額をもとに、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）」 における物価上昇率（消費者物価）を反映

令和7年度（2025年度）、令和9年度（2027年度）、令和11年度（2029年度）、令和13年度（2031年度）は選挙に係る経費を見込む

　 令和6年度（2024年度）から、新ごみ処理施設関連運営委託経費を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 各企業会計の今後の見込額を参考に見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 令和7年度（2025年度）、令和9年度（2027年度）、令和11年度（2029年度）、令和13年度（2031年度）は選挙に係る経費を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

企業会計補助金　
その他補助金

補

助

費

等

維

持

補

修

費

物

件

費

人

件

費

職員等人件費

議員報酬、委員報酬

公

債

費

扶

助

費



資料＿歳出算出方法②

資料＿その他算出方法
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････ 過去実績の「財政調整基金とりくずし最終予算額 － 財政調整基金とりくずし決算額 ＋ 実質収支」の平均額決

算

不

用

額

等

見

込

み

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ ・公共施設等整備保全基金に、毎年2億円を積み立て、建物施設・インフラ施設の維持更新などに備える

・都市計画税の余剰が生じた場合は、都市計画事業基金に積み立て、都市計画事業に充てる

・市債管理基金に、将来の公債費増に備え、必要に応じて積み立てる

・新ごみ処理施設整備のため、新ごみ処理施設建設基金に工事費分を積み立てる

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 各特別会計の今後の見込額を参考に見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 当初予算計上額と同額を見込む

　令和5年度（2023年度） ････ 当初予算計上額

　令和6年度（2024年度）以降 ････ 宝塚市公共施設等総合管理計画を参考に、建物施設、インフラ施設にかかる経費を見込む

新ごみ処理施設整備事業にかかる経費を見込む

大型事業等として、新庁舎・ひろば整備事業にかかる経費を見込む

その他投資的経費は、当初予算計上額をもとに見込む

そ

の

他

積

立

金

繰

出

金

投

資

的

経

費



財政見通し 令和5年（2023年）3月作成

企画経営部 財務室 財政課
電話0797-77-2022
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